
 
施行指針様式第７号 

道 路 分 の 承 諾 書 

年   月   日 
（宛先）山形市上下水道事業管理者  
 

申 込 者 
（ 所 有 者 ） 

住  所 

氏  名                           

電話番号      （    ） 

給 水 装 置 番 号 第             号 

給 水 装 置 場 所  山形市 

 
 道路の舗装工事を行う先行工事として、第１止水栓までの道路分（給水設備）を設置すること

について、下記の条件を承諾します。 

 

記 

１．出来るだけ早い時期に、改めて給水装置工事申込みを行い、メーター及び給水器具等を設置

し水道を使用すること。 

 

２．道路分しゅん工検査後、この道路分を速やかに使用しないことで懸念される「水が出ない」

「水圧が弱い」「止水栓筐の破損」等のトラブルは、道路分所有者の費用負担で必要な工事を

行うこと。 

 

３．この道路分を使用し、給水装置工事申込みを行う際に、給水装置に対して分岐給水管口径が

過大又は不足する場合は、給水装置工事申込者（道路分所有者）の費用負担で分岐止めを行い、

改めて必要な口径で分岐すること。 

 

４．区割り変更又は取り出し管の位置変更等により、取り出し管が不要となる場合には、道路分

所有者の費用負担で撤去工事を行うこと。 

 

５．本道路分を、売買・譲渡・相続等で道路分所有者の変更を行う場合は、上記各事項について

新道路分所有者に継承すること。 

  なお、新道路分所有者は、施行規程様式第９号「給水装置所有者変更届」を用いて、速やか

に山形市上下水道部へ届け出ること。 


